
議案第21号 

 

読谷村体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

読谷村体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和62年読谷村条例第24号）の一

部を次のように改正する。 

 

第４条に次の１号を加える。 

(11) 読谷村スケートボード場は、午前８時30分から午後７時30分までとする。 

 

第５条に次の１号を加える。 

(11) 読谷村スケートボード場は、無休とする。 

 

第６条第１項中「利用しよう」を「使用しよう」に改め、同項に次のただし書を

加える。 

ただし、委員会が不要と認めるものについては、この限りでない。 

 

第12条中「別表第２から別表第14」を「、別表第２から別表第15まで」に改める。 

 

別表第１に次のように加える。 

読谷村スケートボード場 読谷村字座喜味2976番地１ 

 

別表第14を別表第15とし、別表第13を別表第14とし、別表第12を別表第13とし、

別表第11の次に次の１表を加える。 

別表第12（第12条関係） 

読谷村スケートボード場 

区分 １時間当たりの使用料 

個人使用 無料 



団体使用 

村内 1,000円 

村外 2,000円 

(1)入場料を徴収する場合は、使用料の10割増とする。 

(2)１時間未満は１時間、それ以後30分未満は２分の１料金を加算、30分を超え

た場合は１時間に満たなくても１時間分の使用料を加算して徴収する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 令和６年２月27日提出 

読谷村長 石 嶺 傳 實 

 

 


